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編 集  後 記鹿児島市医報投稿規程

　投稿者は原則として，鹿児島市医師会会員とする。ただし本会あるいは編集委員会が必要と認め執筆を依頼した
もの及び各種部会・委員会が事務局担当者へ執筆を依頼したものに関してはその限りではない。

投稿資格

この規程の変更は本編集委員会の議決及び鹿児島市医師会理事会の承認を要する。
この規程は平成１７年２月７日から施行する。
この規程は平成１９年４月５日から一部改正施行する。
この規程は平成１９年１１月１６日一部改正。投稿規則８項の施行は平成２０年４月１日とする。

附　則

原稿の採否,掲載コーナーについては編集委員会で決定する。

原稿分量は原則として【別表１】のとおりとする。

図・表・写真を掲載する場合はサイズを文字数に換算して【別表２参照】原稿分量の規程範囲内に収めることと
する。ただし,編集委員会から依頼した場合はその限りではない。

原稿は原則として返却しない。（写真・ＣＤ・フラッシュメモリ等は返却する。）

他の文献を引用する場合は,原稿中にその旨明記しなければならない。
また,その際に著作権料が発生する場合は,原則として投稿者本人の負担とする。

論文に関する投稿は,人権及び動物愛護,個人情報保護法に十分配慮しなければならない。

「鹿児島市医報」に掲載された原稿の著作権は,鹿児島市医師会に帰属する。他誌に転載する場合には,編集委
員会及び理事会の議を経ることとする。

「鹿児島市医報」に掲載された記事の別刷りを希望する場合は経費の実費（全額）を執筆者負担とする。

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

投稿規則

コーナー

論説と話題

医療トピックス

学      術

思 う こ と

随筆・その他

鹿市医図書室

区・支部だより

各種部会だより

各 種 報 告

3，000字以内・医報２頁

3，000字以内・医報２頁

6，000字以内・医報４頁

3，000字以内・医報２頁

6，000字以内・医報４頁

1，500字以内・医報１頁

1，500字以内・医報１頁

1，500字以内・医報１頁

1，500字以内・医報１頁

原稿分量
【別表１】

 
約５cm 

約7cm 

約9.５cm 

約14.５cm 

基　本　形
約２００字

半頁の大きさ
約７５０字

【別表2】

誌上ギャラリーは，「光に包まれて」曾
木の滝のイルミネーションを池田敏郎先生
からいただきました。大規模なイルミネー
ションがとても美しいです。

年末のご挨拶を，鹿児島市医師会副会
長　池田 耕治先生，鹿児島市内科医会会
長　濱崎 秀一先生，鹿児島市外科医会会
長　下川 新二先生，鹿児島市小児科医会
会長　山元 公惠先生，鹿児島市産婦人科
医会会長　伊集院 吐夢先生，鹿児島市耳
鼻咽喉科医会会長　牛飼 雅人先生，鹿児
島市皮膚科医会会長　内宮 礼嗣先生，鹿
児島市泌尿器科医会会長　角 純啓先生，
鹿児島市脳神経外科医会会長　時村 洋先
生から，各医会の今年の活動状況を投稿し
ていただきました。各医会の皆さんが鹿児
島市の医療を支えるために各領域で活動さ
れておられることが良く解かりました。ま
た，事務局長　中園 豊明様，臨床検査セ
ンター副センター長　刈屋 貴徳様，医師
会病院事務部長　吉村 達也様，夜間急病
センター事務長　福原 淳一様から，各施
設における一年の振り返りを投稿していた
だき有難うございました。

令和７年度会員表彰については，学校医・
園医永年勤続者 8 名と会員特別表彰者 2 名

（八反丸 健二先生，浅野 庄三先生）が表
彰されました。心よりお祝い申し上げます。

論説と話題は，令和 7 年度全国医師会勤
務医部会連絡協議会（令和 7 年 11 月 8 日：
盛岡）の報告です。シンポジウムの内容は
別途，鹿児島市医師会勤務医会会長　年永  
隆一先生，副会長　丸山 芳一先生，帆北
から報告いただきました。
「医療トピックス」は，第 12 回糖尿病性腎

症重症化予防対策推進協議会（令和 7 年
10 月 28 日開催）「鹿児島市の糖尿病性腎
症重症化予防について」と「国民医療を守
るための総決起大会」（令和 7 年 11月20日）
の報告を池田琢哉理事からいただきました。

学術は，「当院腹腔鏡下手術におけるレ
ミマゾラム麻酔とプロポフォール麻酔の術
後悪心嘔吐（PONV）に対する効果の比較」
を鹿児島市医師会病院麻酔科の鈴木 有希
先生から投稿していただきました。レミマ
ゾラム麻酔はプロポフォール麻酔と比較し
て，PONV 抑制効果が弱い可能性が示唆
されたとの結果です。

音楽の散歩道 - ベートーヴェンの「第９」
200 年記念 -「パガニーニとその関連の話」
を粟 博志先生から連載で投稿していただ
きました。絵画と音楽に非常に造詣の深い
粟先生ならではの内容です。

リレー随筆は，「ウガンダの空の下で揺
れた “ 当たり前 ”」を今村総合病院初期研
修医の安田 幸志郎先生から寄稿していた
だきました。“ アフリカを救う―そんな大
きな夢を語っていた自分 ” を思い出された
ようです。今後大きく成長されることを期
待しています。

各種部会だより，各種報告は，御覧下さい。
鹿市医狂壇の兼題は「故郷（ふいさと）」

です。楽しく読ませていただきました。来
年も多数の投稿をお願いします。

今年も後わずかとなりました。国際・
国内において様々な出来事がありました。
医療従事者にとりましては，2025 年も大
変厳しい状況が続いております。2025 年
10 月 21 日高市早苗総理大臣が誕生いた
しました。国内外に向けて精力的に活動
されておられ，医療・介護・福祉にこれ
まで以上に関心を示しておられます。令
和 7 年度厚生労働省補正予算案の概要
は https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/
yosan/25hosei/index.html で ご 確 認 下 さ
い。来年度の診療報酬改定も少しは期待で
きそうです。鹿児島市医師会会員の皆様が
健やかに 2026 年をお迎えされることを心
より祈念いたしております。

（編集委員長　帆北 修一）

正による手続きの変更をいう。具体的にはこ
れまでは2階建て以下で延べ床面積500㎡以下
の小規模な木造住宅は「4号建築物」とされ,建築
確認や構造審査の一部を省略することが認め
られていた（図表3）。しかし,「建築物省エネ法」
の改正により原則全ての新築住宅に省エネ基
準適合が義務づけられることになったため,「2
階建て」や「延べ床面積200㎡以上」の木造平屋
建て住宅は「新2号建築物」として,2025年4月以
降の建築確認申請時に構造関係規定等や省エ
ネ関連の図書の提出が新たに必要となった。そ

の結果,適用前の2025年3月に駆け込みで申請が
発生し,4月以降は反動減となっている。

短期では収まらない法改正の影響
駆け込み需要の影響は短期的なものだが,新

2号建築物で,これまで提出不要だった構造関係
規定等や省エネ関連の図書が必須になり設計
士などの負担が増している。特に省エネ関連に
ついては,これまで省エネ計算を行ってこな
かった中小・零細事業者には大きな負担となっ
ている。
　省エネ計算には「性能基準」と「仕様基準」の
二通りの手法がある（図表4）。「性能基準」はプ
ログラムや計算ツール等を用いて,住宅の窓や
外壁などの外皮性能や,冷暖房,照明など設備機
器の一次エネルギー消費量について詳細に計
算する方法である。法改正前から省エネ住宅に
取り組んでいた全国的な住宅メーカーや地方
の大手住宅業者などは新たな対応は必要ない
が,中小・零細の住宅業者にとってはノウハウ習
得のハードルが高い。そこで詳細な計算を必要
としない仕組みとして「仕様基準」が設けられ
ている。「仕様基準」は建築物の各部位（壁、屋
根、窓など）や設備機器が定められた仕様・基準
を満たしているか確認する方法である。基準を
満たせば計算は不要となり,「性能基準」では必
要な建築確認申請時の省エネ適合性判定も不
要となるなどのメリットがある。住宅金融支援
機構九州支店熊本センターの大迫亘センター
長によると,現在建築確認申請が提出された住
宅で「仕様基準」を利用している割合は少なく

ないとのことである。ただ,「仕様基準」では高性
能な建材や設備を仕様基準のリストに沿って
採用することから必要以上の性能となりがち
になり,コスト高になってしまうというデメ
リットもある。そのため,「仕様基準」を利用する
業者は価格転嫁や効率化等による経費削減な
どの対応が必要となる。
　本県における建築確認の状況を県土木部建
築課の和田克則技術主幹兼計画指導係長に聞
くと,制度変更の影響等で4月は申請件数が減少
し,5月以降は3月の駆け込み申請の反動減も
あったが,現状では審査が逼迫するといった大
きな問題は発生していないとのことである。ま
た,本県で省エネ適合性判定を行う機関は県や
鹿児島市を含む４市以外に５カ所あるが,現状
では業務の滞留などは発生していないという。
しかし,完了検査時に確認する項目が増えたた
め1件当たり2倍程度の時間を要すると想定し
ており,そろえておくべき書類に不備があれば,
検査済証の交付に支障をきたす可能性もある
としている。

中長期的には逆風が続く 
　2025年度の着工戸数の減少は,法改正の影響
という短期的な要因が強いものの中長期的な
懸念事項もあり,短期的な影響が解消されても
本格的な回復に至らない可能性がある。
①人口減少
　本県の人口は2025年８月現在で151万6千人
だが,国勢調査を基にした推計によると,2035
年には人口が140万人を下回り2050年には117
万人となる（図表5）。また2045年には現役世代

た。また,最近の家賃動向については,県内の２
LDKで平均6万円だった家賃を3千円程度値上
げしている程度で,物価上昇の中でも大幅な引
き上げまでは至っていないという。
　一方,鹿児島市内を中心に賃貸物件を管理し
ているMBC開発の不動産建設事業部によると,
鹿児島市内でニーズが高まっている地域は天
文館や鹿児島中央駅周辺地域,谷山地域の慈眼
寺駅や谷山中央などで,１LDKなど単身者向け
の物件が増加しているとのことである。顧客層
としては独身者や若い夫婦などが主体だが,最
近では高齢者や外国人からの問い合わせが増
え,今後も同様の動きが予想されることから対
応を急いでいるとのことだった。

住宅ニーズの二極化と新たな動き
　法改正や今後の市場状況の変化をふまえる
と,住宅ニーズは価格帯の二極化がさらに進む
と思われる。高価格帯の物件を扱う事業者は省
エネ対応等を含めた高付加価値化を進展させ
ることになる。一方で,低価格帯の物件を扱う
事業者は省エネ基準適合の義務化によるコス
ト上昇は避けられず,採算面でも厳しくなる。
　こうした状況下で注目されるのが中古の戸

建てやマンションである。これら中古物件は新
築物件に比べて取得費が安く,首都圏のマン
ションだと既に中古の売買件数が新築を上
回っている。本県でも県外大手や地場業者によ
る売買もみられるようになり,リノベーション
やリフォームを実施した後に販売される物件
もある。注文住宅や分譲マンションを躊躇して
いる層には選択肢の一つとなるだろう。
　新たな動きとしては,住宅ローンの返済負担
の軽減のため借入期間を長期化するケースが
増えており,返済額を軽減する商品として「残価
設定型住宅ローン」を取り扱う金融機関が出て
きた。残価設定型住宅ローンとは,一般社団法人
移住住み替え支援機構と提携した金融機関や
住宅メーカーによる住宅ローンで,物件の将来
価値（残価）を設定し,その残価を差し引いた額
を返済するものである。返済期間終了後は ①
物件を残価で買い取ってもらう②残価の再
ローン③残価の一括返済ーなどの選択ができ
る。対象住宅は長期優良住宅であることが条件
で基準は厳しいものの省エネ基準適合の義務
化等により今後は省エネ性能や耐震性能が優
れた寿命の長い住宅が増えてくると見込まれ
る。そのため残価設定型住宅ローンが扱える物
件も増える可能性がある。
　人口減少で新築住宅の需要拡大が難しくな
る中,中古物件やリノベーション,リフォーム
市場の活性化に一層取り組むことが住宅業界
の活性化につながるだろう。

（九州経済研究所 経済調査部　古江 孝徳）

の15～64歳の割合が全体の50％を下回るなど
人口減少と現役世代の減少が進む。現役世代
の減少は住宅需要の減少に直結するため,今後
住宅需要の縮小が進むことは避けられない。
②住宅価格の上昇
　住宅金融支援機構によると,フラット35の住
宅ローン利用者における住宅取得の所要額は
資材価格高騰等により上昇が続いている。本県
の場合だと新築・注文住宅の2024年平均額が
3,968万円だったのが2025年は4,584万円と約
600万円上昇している（図表6）。新築・分譲住宅
についても,2023年までは2千万円台後半から3
千万円台前半で推移していたのが,2024年以降
急速に上昇し3千万円台後半となっている（図
表7）。所要額の増加は借入金額の増加につなが
り,借入金額の増加は借入時年齢の上昇や借入
期間の長期化へと波及していき,住宅取得の
ハードルが上がっている。
③建設業界の慢性的な人手不足
　住宅価格上昇の要因としては資材価格の高
騰もあるが,人件費の上昇もある。建設業では慢
性的な人手不足が人件費上昇の要因となって
いる。本県における建築関連従事者別の有効求

人倍率をみると,全体の有効求人倍率は2024年
度から2025年度にかけて1.0倍をやや上回って
推移しているが,建築関連従事者については2～
9倍と高い水準で推移している（図表8）。こうした
人材を雇用するには高い賃金が必要であり,賃
金上昇分は少なからず価格に転嫁されている。
　建築費全体を反映している建築費指数の上
昇が続く中（図表9）,建築資材物価指数の動きを
みると,2021年から2022年にかけて住宅の資材
価格が大幅に上昇したが,2023年度以降は上昇
の速度が鈍化している（図表10）。これは,資材費
以外の人件費を中心としたコスト上昇が継続
していることを示している。

県内業界の現状と対応
　こうした短期的な変化と中長期的な問題に直
面しながら県内住宅業界では対応を進めてい
る。
①注文住宅
　今回の法改正で最も影響を受けると思われ
る注文住宅については,全国展開する住宅メー
カー,県内大手から中小・零細事業者など様々な
事業規模の業者がある。この中で住宅メーカー

域では3,000～5,000万円の高価格帯の分譲戸建
てが堅調だが,中心市街地から遠い鹿児島市北
部・南部の地域では売れ行きが芳しくないとい
う。特に低価格帯の分譲戸建てを手がけている
業者は採算面でも厳しくなっているのではな
いかという。
　一方,分譲マンションについてはデベロッ
パーの建設意欲は依然旺盛で,MBC開発の不動
産建設事業部が把握している範囲で2025年度
は完成済み・完成待ちを含めて20棟,1千住戸が
供給される予定である。
　平均価格帯は２LDKで3,500万円,３LDKで
4,500万円,４LDKで5,000万円超となっており,
立地は鹿児島市中心部に近い利便性の高い地
域が多いことからかなり高額となっているが
販売は堅調とのことである。

③賃貸住宅
　賃貸住宅については,県内では2025年5月～8
月の貸家の着工戸数は大幅な前年割れとなっ
ている。ただ4月は前年を上回っており,法改正
に伴う駆け込み申請の影響は限定的で,資材価
格の高止まりや金利上昇に伴う資金調達難,適
地の減少などの複数の要因が影響していると
思われる。
　賃貸マンション建設を全国で展開するユー
ミーコーポレーションの弓場昭大社長による
と,省エネ基準適合については対応済みとのこ
とで2025年4月からの施行に関して特段対応は
していないとのことである。同社が取り扱う賃
貸マンションの顧客層は30代のファミリー層
が主体である。価格が高い注文住宅や分譲マン
ションではなく，建て売り住宅の購入を検討す
る層と重なっていることもあり,建て売り住宅
の動向については注視しているとのことだっ

や県内大手事業者は以前から省エネ住宅を推
進していたこともあり,今回の法改正でも大き
な影響は受けていない様子である。注文住宅を
主に取り扱っている七呂建設（鹿児島市）の七
呂恵介社長によると,これまで省エネ計算は自
社で行ってきていたため今回の法改正施行に
伴う対応は特段行っていないとのことである。
もともと同社が手がける注文住宅は価格帯が
比較的高い高性能な住宅であることから2025
年度も受注は順調である。また,人口減少に伴う
住宅需要の縮小対策として,注文住宅だけでは
なくリフォームへの対応も進めているとのこ
とである。
　一方,大きな影響を受けると思われるのが中
小・零細の事業者である。先述したように省エ
ネ基準適合において「仕様基準」を利用すると
コスト高になる傾向にあるため,低価格をア
ピールしていた業者ほど価格競争力で不利と
なる。また,不慣れな申請手続きにより確認済証
の交付までの期間が長期化するケースも考え
られる。今回の法改正に伴い正式受理から交付
までの日数が最大7日から35日と5倍に伸びた
が,先述の大迫センター長によると,提出書類の
不備補正等により交付まで1～2カ月ほどか
かったケースもあったという。確認済証の交付
遅れにより着工時期が後ずれて,資金繰り等に
支障が出るおそれもある。

②分譲住宅（戸建て・マンション）　　　
　住宅価格が高騰する中,最近では注文住宅か
ら比較的価格の安い分譲戸建て（建て売り）へ
のシフトもみられる。しかし,近年の住宅価格上
昇は分譲戸建てにも及び,省エネ基準適合の影
響によるコスト上昇もあって,価格優位性が薄
れつつあるという。MBC開発の不動産事業本部
によると,鹿児島市内でも中心市街地に近い地

2025年九州経済研究所は鹿児島銀行のグループ会社のシンクタンクです。

会員以外の方もどなたでも受講いただけます。

九州経済研究所

詳細はこちら

経営コンサルティング
接遇,人事制度構築 ,ＢＣＰ策定など

各 種 セ ミ ナ ー

講 師 派 遣

新入社員・中堅・経営幹部向けの階層別セミナー,
マネジメントスキル,営業・マーケティング,
経理・会計などのビジネスセミナー

（オーダーメイド研修）

〈主な業務内容〉

1月

クレームをチャンスに変える初期対応トレーニング

簿記の基本と決算書

「人事評価制度」導入・見直しの進め方

賃金制度見直し基礎講座

管理職実力養成コース

入社3年目までの社会人基礎力

鍛錬塾　冬季コース〈全4日間〉

(水)

(木)

(水)

(水)

(木)

（火・水）

（木・金）

14日

15日

21日

21日

22日

27・28日

29・30日

各種セミナー スケジュール

写真③ ユーミーコーポレーションの賃貸マンション ＝ 同社提供
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